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特 集 ： 21年産水田・畑作経営所得安定対策

４～６月の手続きについて
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平
成
21
年

加入申請・
要件確認

過去の生産実績
に基づく交付金
（固定払）

毎年の生産量・品質
に基づく交付金
（成績払）

21年産加入申請・

要件確認の書類提出

４/１～６/30

交付申請

（生産実績数量

の報告）

4/１～４/30

21年度交付申請

４/１～６/30

交付金

交付

21年産麦の

交付申請

21年産麦の

交付金交付

交付金

交付

積立申出書の提出

４/１～６/30

積立金の

額の通知

20年産 21年産

収入減少影響緩和交付金
（収入減少補てん）

積立金の納付

7/31まで

麦以外は22年3月5日

までに交付申請、3月

末までに交付金の交付

21年産麦の成績払の交付

申請は他の農産物と合わ

せて、22年3月5日まで

に行うことも可能です。

21年度の期間平均生産面積

を移動する方で、６月30日

までに手続きができない方

は、９月30日まで交付申請

をすることができます。

今後の手続きのスケジュール

＜水田・畑作経営所得安定対策 ４～６月に行う手続き＞

① 加入申請（１～４ページ）

② 収入減少影響緩和交付金（収入減少補てん）に係る積立金の積立ての申出（５～６ページ）

③ 過去の生産実績に基づく交付金（固定払）の交付申請（７～10ページ）

④ 20年産収入減少影響緩和交付金（収入減少補てん）の交付申請

※ ④の手続きは情報ステーション№18をご覧ください。



支店名

札幌
□当座　□別段
□普通　□通知

種目

㎡

口座名義

　　 ホッカイ　ジロウ

20,000

□ 同意しない

「省略あり」の場合は、「対象農業者で
あることの確認書類の提出・省略申告
書」（別紙２）を提出してください。

カ

㎡

10,000

小麦（秋）

□ 省略なし □ 省略あり

対象農業者であることの確認書類の提出
「個人情報の取扱い」に記載さ
れた内容について

□ 同意する

個人情報の取扱いの確認

その他

㎡

六条大麦

二条大麦（秋）

10,000

㎡

㎡

㎡
でん粉原料用ばれいしょ

小麦（春）

㎡

様式第1号

水田・畑作経営所得安定対策加入申請書

20,000

米

　hokkai_jiro@xxx.xxx

特例・特認の適用

□ 希望しない

オ

□ 希望する

経
営
面
積

田と畑の合計

ア～カの合計

100,000
㎡ ㎡

60,000

借入地所有地

畑
エ

20,000
㎡

㎡

代理受領

㎡

作
付
予
定
面
積

田
ア

㎡

30,000 ㎡ 10,000

ウ

農作業委託契約面積

㎡

支店

支店コード

［担当者記入欄］

金融機関コード希望する場合は、「委任状」（様式第12
号）を提出してください。

イ

加
入
申
請
者
欄

生年月日

0 0

北海道農政

0 0

振
込
口
座

金融機関名

カナ

てん菜

大豆
㎡

はだか麦

㎡

㎡ 20,000
二条大麦（春）

希望する場合は、「特例・特認の適用申告書」（別紙１）を提出してください。

□ 希望しない □ 希望する

E-Mail

銀行　信用金庫　信用組合　労働金庫
農業協同組合　信連　農林中金

漢字10

口座番号
（7桁に満たない場合、右詰で記

入。)

0

［担当者記入欄］

対策加入者管理コード

市 区
町 村

　中央区北４条西１７丁目１９－６

北海道０００４

フリガナ

大正・昭和・平成

－

25

電話 　０１１　（　６４２　　）　ＸＸＸＸ 　０１１　（　６４２　　）　ＸＸＸＸ

住所

）
都 道
府 県 札幌市

ＦＡＸ

（〒 ０６０

年 4 昭和・平成日 設立年月日（法人・組織）月 1

氏名又は
法人・組織名 　北海　次郎 印 経

営
形
態

フリガナ 　　ホッカイ　ジロウ

代表者氏名
（法人・組織のみ）

 □ 認定農業者（個人）
 □ 認定農業者（法人）
 □ 特定農業団体
 □ 特定農業団体以外の
　　集落営農組織

21

北海道用
平成 21 年産用

太枠内の該当するものにレ印を記入、該当箇所に必要な事項を記入してください。
また、記入されている事項の修正があるときは、修正してから申請してください。

　北海　次郎

加
入
申
請

・過去の生産実績に基づく交付金（固定払）　　□する　□しない
・毎年の生産量・品質に基づく交付金（成績払）□する　□しない
・収入減少影響緩和交付金（収入減少補てん）　□する　□しない

申請年月日 平成

日月

年

北海道農政事務所長　殿
　平成21年産の水田・畑作経営所得安定対策に加入したいので、下記のとおり申請します。

Ａ０１０１９９９９６

年

日4 月 15

・ 水田・畑作経営所得安定対策加入申請書 （様式第１号）

・ 対象農業者の要件を満たしていることを証明する書類 （次ページ参照）

21年産の加入申請は４月１日～６月30日までに行ってください。

また、収入減少影響緩和交付金の交付を希望する方は、あわせて21年産の生産予定面積を申告

してください。

申 請 書 類

加入申請書 （様式第１号）の記入の仕方

対策加入者管理コードを記入してください。（今年
はじめて加入する方は、記入しないでください。後
日、コードをお知らせします。）

記入時点の経営面積を記入してください。(期
間借地や農作業受託を行う予定がある面積を含
めることができます。)
昨年から経営面積を縮小した方は、保有できる
期間平均生産面積の上限を超えていないか確認
してください。（８ページ下参照）

交付金ごとに加入の希望についてチェックしてください。

交付金等の振込口座について、
①代理申請者など申請者以外の方が受領する場合

代理受領欄の「希望する」にチェックを付け、
振込口座欄は代理受領者の口座等について記入
してください。併せて「委任状」（様式第12号）を提出
してください。

②申請者本人の口座に受領する場合
代理受領欄の「希望しない」にチェックを付け、申

請者本人の振込口座を記入してください。

北
海

面積要件の特例・特認の適用を希望する方は、「希
望する」にチェックを付け、「特例・特認の適用申告
書（別紙１）」（３ページ参照）を提出してください。

法人の場合は、法人名と代表者氏名を記載の上、
法人の印を押印してください。

- 1 -

①



加入申請書 （様式第１号） に添付する書類

① 農業経営改善計画認定書の写し

（特定農業法人の場合は、特定農用地利用規程認定書の写し及び特定農用地利用規程の写し）

② 経営規模に関する要件を満たしていることを証明する書類

・経営規模が10ha以上あることを証明する書類（または必要に応じて特例・特認に関する書類（次ページ参照））

③ 環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート（様式第20号）

認定農業者（特定農業法人を含む）の場合

- 2 -

特定農業団体の場合

① 特定農用地利用規程認定書の写し 及び 特定農用地利用規程の写し

② 経営規模に関する要件を満たしていることを証明する書類

・経営規模が20ha以上あることを証明する書類（または必要に応じて特例・特認に関する書類（次ページ参照））

③ 環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート（様式第20号）

※特定農業団体の場合、加入2年目以降は、「農業生産法人化及び農用地利用集積目標の達成に向けた取組状況

報告書」（様式第2号）を提出してください。

集落営農組織（特定農業団体を除く）の場合

① 「農業生産法人化等計画書」（様式第19号）

② 定款または規約の写し

③ 経営規模に関する要件を満たしていることを証明する書類

・経営規模が20ha以上あることを証明する書類（または必要に応じて特例・特認に関する書類（次ページ参照））

・集落営農組織の構成員の農地について共同販売経理をしていることを確認できる書類

④ 環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート（様式第20号）

※加入2年目以降は、「農業生産法人化及び農用地利用集積目標の達成に向けた取組状況報告書」（様式第2号）を

提出してください。

加入申請時に、以下の書類を提出してください。（以前の加入申請時に提出した書類の内容に変更がない

場合、その旨を申し出ることで、書類の提出を一部省略することができます。くわしくは４ページをご覧く

ださい。）

加入申請書の記入にあたってのお願い

○ 記入する際は、ボールペンなどで、ていねいに記入してください。特に数字は、はっきりと記入してください。

○ 加入申請書の記載内容を訂正する場合、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の内容を訂正箇所の周囲の見やすい

部分に記載してください。なお、以下の訂正を行う場合は訂正印が必要です。

(1) 加入申請書の振込口座に関する情報について、印字された内容又は記入した内容を訂正するとき

(2) 委任状について、記入した内容を訂正するとき

＜訂正印による訂正の方法＞

訂正箇所に二重線を引き、訂正後の内容を訂正箇所の周囲の見やすい部分に記載し、訂正箇所すべてに、氏名等記載欄

に押印したものと同じ印を押印してください。（もしくは、訂正によって文字の挿入又は削除した文字数を欄外に記載

（例：○字挿入○字削除）し、氏名等記載欄に押印したものと同じ印を押印してください。）



経営規模が10ha（集落営農組織は

20ha）に満たないため、特例または特認

を希望する方は 「経営規模に関する要件

における特例・特認の適用申告書」（様式

第１号別紙１）を提出してください。

経営規模に関する要件における特例・特認について

様式第１号別紙１

Ａ 0 1 0 1 9 9 9 9 5

（対策加入者管理コードが既に付与されている場合は、記入してください。）

　次の１～４の特例・特認のうち、適用を希望するもの一つを選択してレ印を記入してください。

1

　主たる従事者１人当たり

　１経営体当たり 円

　基本構想を定めた市町村名

次のいずれかを選択してレ印を記入してください。

円

円

円

円

㎡

㎡

（注）対象農産物とは、「米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ」です。

2

3

　（生産調整組織に対する特例）

4

　作している集落営農組織の特例

主として農作業を行っている地域名

札幌市

主として農作業を行っている地域名　地域の生産調整面積の過半を耕

　地域の農地が少ない場合の特例
　（物理的制約に応じた特例）

　うち対象農産物の作付面積

　市町村が特に認めた場合の特認 （市町村特認）
　１～３の特例に該当しない方は、本特認の認定を受けることができます。

　　本特認の認定を受けていない方→市町村特認申請書（様式第17号）及び加入
　　　　　　　　　　　　　　　　申請書類を市町村に提出してください。

　　本特認の認定を受けている方→経営内容に変更がない場合、加入申請書類を
　　　　　　　　　　　　　　　直接、農政事務所等に提出してください。

都道府県共通

　総経営面積（田・畑・樹園地）

　うち対象農産物の収入額

　うち対象農産物の所得額

申請者の農業所得額

　総農業収入額

　総農業所得額

基本構想の目標農業所得額の２分の１以上の農業所得を確保している
場合の特例（所得に応じた特例）

申請者の農業所得額が、基本構想に定める目標農業所得額の２分の１以上で
あることが必要です。

　対象農産物の収入、所得、作付面積のいずれかが、総農業収入、総農業所
　得、総経営面積に対して、27％以上になっていることが必要です。

経営規模に関する要件における特例・特認の適用申告書

対策加入者管理コード

氏名・法人・組織名 北海　太郎

レ

- ３ -

経営規模を証明するため、以下のいずれかの書類を提出してください。

・農地基本台帳（写）（当年の４月１日から６月３０日までの間に発行されたもの）

・耕作証明書（写） （当年の４月１日から６月３０日までの間に農業委員会が発行した農地基本台帳と

同等の内容が記載されているもの）

・対策加入者名義の当年に係る共済細目書（写）

また、農作業受委託をしている経営面積については、以下の書類を提出してください。

・農作業委託契約書（写）

・受託農地に係る委託者の農地基本台帳（写）又は耕作証明書（写）又は共済細目書（写）

「経営規模に関する要件を満たしていることを証明する書類」 について

面積要件や特例に該当しない方でも、地域の担い手（認定農業者又は集落営農組織）として、熱意を持って

営農に取り組んでいる方については、市町村の判断で本対策に加入できる場合があります。

くわしくは、事務委託契約を結んでいるＪＡ・集荷業者、市町村又はお近くの受付窓口にご相談ください。

市町村が特に認めた場合 （市町村特認）



様式第1号別紙２

対象農業者であることの確認書類の提出・省略申告書

北海 次郎氏名

提出した書類の内容に変更がない加入２年目以降に交付金の交付を受けようとする場合、既に
は、次の することで、 。とき 「提出省略」にレ印を記入 書類の提出を省略することができます

□ 提出省略■認定農業者 農業経営改善計画認定書（写） □ 今回提出

□ 提出省略■特定農業法人 特定農用地利用規程認定書（写） □ 今回提出

□ 提出省略特定農用地利用規程（写） □ 今回提出

□ 提出省略■特定農業団体 特定農用地利用規程認定書（写） □ 今回提出

□ 提出省略特定農用地利用規程（写） □ 今回提出

加入２年目以降は、毎年、書類の提出
農業生産法人化及び農用地利用集

が必要です。
積目標の達成に向けた取組状況報
告書（様式第２号）

□ 提出省略■特定農業団体 農業生産法人化等計画書（様式第 □ 今回提出
19号）以外の集落営

農組織
□ 提出省略定款又は規約（写） □ 今回提出

加入２年目以降は、毎年、書類の提出
農業生産法人化及び農用地利用集

が必要です。
積目標の達成に向けた取組状況報
告書（様式第２号）

上記において農業経営改善計画認定書（写）又は特 （認定期間終了日）
平成２３年１月３１日定農用地利用規程認定書（写）を省略している場合

の認定期間終了日

□ 提出省略■経営規模に関 ・共済細目書等（写） □ 今回提出
・農地基本台帳（写）する要件関係

物理的制約に ・耕作証明書（写） 経営規模の基準面積を超えている
応じた特例を ・農作業委託契約書（写） 等 部分での面積の増減であれば、提
含む 出を省略できます。

■所得に応じた特例 左記の特例の適用を受ける場合、下記
に掲げるもの以外は、毎年、当該特例
の要件を満たしていることを確認でき
る書類の提出が必要です。

□ 提出省略うち対象農産物に係る当年の前 □ 今回提出
年における経営面積が、当年の
前年における経営面積の27％以 対象農産物に係る経営面積の割合
上であることを確認できる書類 が前年と同様に27％以上である場

合は、提出を省略できます。

、 、■生産調整組織に対する特例 左記の特例の適用を受ける場合 毎年
当該特例の要件を満たしていることを
確認できる書類の提出が必要です。

□ 提出省略■市町村特認 □ 今回提出
（ ）市町村特認申請書 様式第17号

認定時と経営内容（営農類型、経
営規模等）が同じ場合は、提出を
省略できます。

「環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート （様式第■環境と調和に 」
関する要件 【毎年、書類の提出が必要です 】20号）を提出してください。 。

最も早く交付金の交付申請をする際に提出する「交付申請書 （様式第■農地の有効利 」
４号・第８号・第10号）を提出してください。用に関する要

件 【毎年、書類の提出が必要です 】。

加入申請時の添付書類は、以前の加入申請に

おいて既に提出した書類の内容に変更がない場

合、加入申請の際に、その旨を右の様式により

申し出ることで、書類の提出を一部省略するこ

とができます。（経営面積を証明する書類につ

いて、以前に提出した書類の面積から増減が

あっても、経営規模の基準面積を満たしている

部分について、権利の移動等がない場合は、提

出を省略することができます。）

なお、昨年、経営の承継の手続きを行った場

合、承継を受けた方が、今回、加入申請を行う

ときは、確認書類の提出を省略することができ

ませんのでご注意ください。

以前に提出した内容に変更がない添付書類は 提出を省略できるものがあります

- ４ -

昨年、市町村特認により加入申請された方へ

② 昨年、市町村特認の認定を受けた方で、今年も市町村特認により加入申請を行う方は、引き続き、認定農業者で

ある方であれば、今年の特認の申請を省略することができます。

ただし、地域水田農業ビジョンの担い手として申請された方については、引き続き、担い手リストに位置付けら

れていることが必要です。

特認の申請を省略する場合、上の様式第１号別紙２「対象農業者であることの確認書類の提出・省略申告書」に

より「提出省略」にチェックを付けて、加入申請書、様式第１号別紙１とともに提出してください。

○ この様式は内容が一部変更になり
ましたので御注意ください

・「農業経営改善計画認定書（写）又は特定農用
地利用規程認定書（写）を省略する場合、「認定
期間終了日」を記載することになりました。

・所得に応じた特例の対象農産物に係る経営面
積の割合が前年と同様に27％以上である場合は、
その証明書類の提出を省略できるようになりまし
た。

・所得に応じた特例の書類を省略する場合を除
き、従来の様式でも申告できます。

① 昨年、市町村特認の認定を受けた方で、その後の経営規模の拡大等により、基本要件又は物理的特例や所得特例

により加入することができるようになった方は、市町村特認による加入ではなく、基本要件又は特例による加入手

続きを行ってください。

③ 昨年、市町村特認の認定を受けた方が加入した後、経営の承継の手続きを行った場合、今年、承継を受けた方が

加入申請を行うためには、あらためて市町村特認の認定を受ける必要があります。



年産平成21
様式第９号

収入減少影響緩和交付金の積立申出書

年 月 日平成２１ ４ １５

農林水産大臣 殿

札幌市中央区北４条西17丁目19-6申請者 住 所

氏 名 印北 海 次 郎

０ １ ０ １ ９ ９ ９ ９ ６対策加入者管理コード Ａ

収入減少影響緩和交付金について、積立金の積立てを行う旨及び対象
農産物ごとの生産予定面積を下記のとおり申し出ます。

記

対象農産物 地域等区分 生産予定面積

米 （市町村名）
㎡うるち米 10,000

米 （市町村名）
㎡もち米 10,000

秋期には種する小麦 （市町村名）
㎡20,000

大豆 （市町村名）
㎡とよまさり 9,900

大豆 （市町村名）
㎡その他 100

てん菜 （市町村名）
㎡26,760

でん粉原料用 （市町村名）
㎡ばれいしょ 5,920

当年産の収入減少影響緩和交付金における積立金の積立コースの選択につい
て、現時点における意向を記載してください（該当するものにレ印を記入してく
ださい 。。）

なお、今回は意向の確認であり、積立金は、実際の納付の際に最終的に選択す
ることになります。

□ 10％の減収に対応した積立金を納付予定

□ 20％の減収に対応した積立金を納付予定

（注意事項）
、 （ ） 。(1) 対象農産物ごと 地域等区分 地域別・銘柄別 ごとの生産予定面積を記入してください

(2) 本申出書は、申出期限（６月30日）までに提出してください。
(3) 収入減少影響緩和交付金の交付に当たり、米穀の生産調整実施者であることが確認できなか

った場合、米穀について補てんが行われません。

(ｱ)市町村による地域等区分については､対策加入
者が認定農業者又は特定農業団体であるときに
は認定市町村を、農作業受託組織のときには適
合区域所在市町村を記入してください。

(ｲ)大豆の銘柄による地域等区分については、次
ページを参照してください。

②地域等区分については、市町村区分の他に、
米は「うるち米」と「もち米」の区分、大豆は12銘柄
の区分（その他銘柄を含む）が設定されています。

「収入減少影響緩和交付金の積立申出書」の記入の仕方

21年産の収入減少影響緩和交付金の支払いを受けようとする方は、4月1日～6月30日までに収入減少影

響緩和交付金に係る積立金の積立てのために、対象農産物の生産予定面積を申し出てください。

押印してください。（法人の場合は、法人名と代表者
氏名を記載の上、法人の印を押印してください。）

対策加入者管理コード（Ａで始まる10桁のコード）を
記入してください。

米について、うるち米ともち米の両方を生産する場合は、それぞれ別の行に記入してください。うるち米かもち米の片方しか記入しなかった

場合には、記入しなかった地域等区分に係る対象農産物の交付金は支払われません。大豆について、複数の銘柄を生産する場合も同様で

す。なお、結果的に非銘柄大豆になることも見込まれる場合は、生産を予定する銘柄での申出に加え、生産予定面積の一部を「その他」で申

出することをおすすめします。

また、種子用の麦、大豆等やビール用の大麦、生食・加工・種子用ばれいしょは交付対象となりませんが、収穫後に用途等の変更が予想さ

れる場合、その対象農産物、地域等区分及び生産予定面積についても申出することをおすすめします。

- ５ -

平成21年産のすべての対象農産物について、地域
等区分ごとに生産予定面積を記入してください。

北
海

②

①生産する対象農産物の一部のみを加入するこ
とはできません。

○ てん菜は交付対象比率（見込）、でん粉原料用ばれいしょは糖化用等比率（見込）を乗じた生産予定面積を申し出てください。

・てん菜の生産予定面積 ＝ てん菜作付予定面積(21年産) × ０．８９２ （交付対象比率（21年見込））

・でん粉原料用ばれいしょの生産予定面積 ＝

でん粉原料用ばれいしょ作付予定面積(21年産) × ０．５９２ （糖化用等比率（21年見込））

｢積立申出｣で申出がない地域等区分について、「交付申請」で新たに申請しても
収入減少影響緩和対策の補てんを受けることができません

予定している積立のコースを選択して､チェックを付けて
ください。（次ページの「収入減少影響緩和対策におけ
る積立金の積立てのイメージ」を参考にしてください｡）

○ この様式は内容が一部変更になりましたの
で御注意ください

・積立金の積立コースの選択について記入する欄を追加し
ました。（改正後の新しい様式で申し出をお願いします。）



- ６ -

収入減少影響緩和対策における積立金の積立てのイメージ

2.25%

4.5%

2.25%

4.5% 2.25%

積立金の残高が
ゼロの方の選択肢

積立金の残高が
積立基準収入額の
2.25%未満の方の

選択肢

積立金の残高が
積立基準収入額の
2.25%以上の方の

選択肢

積立金の残高が
積立基準収入額の
4.5%に達している

方の選択肢

積立金の
残高(青)

積立金の積立申出書を申請した方には、北海道農政事務所から「収入減少影響緩和交付金における積立金等通知
書」により積立金の残高に応じて選択できる積立額をお知らせしますので、７月31日までに、通知書に記載されて
いる納付先に積立金の振り込みをお願いします。

納付する積立額は、積立金の残高に応じて、以下のようなイメージで計算されます。

新たに積み
立てる額
（黄）

【積立は不要】(積立基準収入額の4.5％の額)－（積立金の残高）の額

積立申出書の記入にあたってのお願い

○ 記入する際は、ボールペンなどで、ていねいに記入してください。特に数字は、はっきりと記入してください。

○ 積立申出書の記載内容は、訂正印による修正もできません。

誤って記入された場合は、お手数ですが、再度、新しい用紙に書き直しをお願いします。

（20％の収入減少
に備える場合）

（10％の収入減少
に備える場合）

地域区分１

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

地域区分２　(対象農産物の種類)対象農産物

米 穀

大 豆

でん粉原料用ばれいしょ

て ん 菜

は だ か 麦

六 条 大 麦

春 期 に は 種 す る 小 麦

秋 期 に は 種 す る 小 麦

うるち米、もち米

 －

 －

 －

 －

 －

二 条 大 麦  －

 －

秋田、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、スズヒメ、スズマル、つるの
子、ツルムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ、ユキシズカ、その他

・北海道における収入減少影響緩和交付金の地域等区分

大豆の地域区分２（産地品種銘柄）と品種名の関係（平成21年産）参 考

カリカチ キタムスメ
大袖の舞
アサミドリ 吉岡大粒 早生緑

音更大袖振
白つるの子 ユウヅル
ツルムスメ
トヨコマチ トヨハルカ トヨホマレ トヨムスメ ユキホマレ
ハヤヒカリ
スズヒメ
スズマル

ユキシズカ
ゆきぴりか タマフクラ その他そ の 他

品　　種　　名

ハ ヤ ヒ カ リ
ス ズ ヒ メ
ス ズ マ ル
ユ キ シ ズ カ

地域区分2

秋 田
大 袖 の 舞
大 袖 振
音 更 大 袖 振
つ る の 子
ツ ル ム ス メ
と よ ま さ り



平成21年 ４ 月 15 日

A 0 1 0 1 9 9 9 9 6

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

平成 21  年度

期間平均生産面積

40,000

25,000

　　特定対象農産物ごとの期間平均生産面積を確認できる書類を添付してください。

「過去の生産実績に基づく交付金」の交付申請書

対策加入者管理コード

（注意事項）

　「過去の生産実績に基づく交付金」の交付を受けたいので、以下の期間平均
生産面積に基づき計算される金額の交付を申請します。
　なお、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
（平成18年法律第88号）第２条第２項第３号に規定する農地（遊休農地）がな
いことを誓約します。

　農林水産大臣　殿

てん菜

様式第４号

申請者　住所　札幌市中央区北4条西17丁目19－6

        氏名　　北海　次郎　　　　　印

秋期には種する小麦 13,000

札幌市

単価適用
市町村名

特定対象農産物名

大豆

・ 「過去の生産実績に基づく交付金」の交付申請書 （様式第４号）

・ 過去の生産実績に基づく交付金の期間平均生産面積計算書 （様式第５号）

- ７ -

申 請 書 類

21年度の過去の生産実績に基づく交付金の交付を受けようとする方は、４月１日～６月30日ま

でに交付申請手続きを行ってください。

「過去の生産実績に基づく交付金」の交付申請書 （様式第４号) の記入の仕方

押印してください。（法人の場合は、法人名と代
表者氏名を記載の上、法人の印を押印してくだ
さい。）

通知された特定対象農産物ごとの期間平均
生産面積を記入してください。
（様式第５号と同じ期間平均生産面積を記入
してください。）

○ 申請にあたっては、期間平均生産面積を証明する書類等をよく確認した上で、申請書に期間平均生産面積を間違

いなく記入し、提出してください。

交付申請書の記入にあたってのお願い

○ 記入する際は、ボールペンなどで、ていねいに記入してください。特に数字は、はっきりと記入してください。

○ 交付申請書の記載内容は交付金の交付額に直接影響がありますので、訂正印による修正もできません。

誤って記入された場合は、お手数ですが、再度、新しい用紙に書き直しをお願いします。

③

対策加入者管理コード（Ａで始まる10桁のコー
ド）を記入してください。

単価適用市町村名は、認定農業者又は特定
農業団体は認定市町村、集落営農組織は適
合区域所在市町村を記入してください。

申請者の住所・氏名を記入してください。

北海道農政事務所が提供する交付申請書を利
用する場合、青囲みは、基本的に印字されてい
ますので、記載内容を確認して下さい。
印字の無い場合は、以下により記入して下さい。

赤囲みは、印字されていませんので、以下によ
り記入して下さい。

申請する年月日を記入してください。

北
海



（注意事項）
　(1)　この計算書には、20年度の「過去の生産実績に基づく交付金」の交付金額と、その金額の算定根拠となる期間平均生産面積が記載されています。
　　 このため、交付金の交付後に移動した期間平均生産面積は、記載されていません。
　(2)　翌年度の「過去の生産実績に基づく交付金」の交付申請をする際、
　　①　その金額の算定根拠となる面積と、この計算書の面積が同じ場合（期間平均生産面積の移動がない。組織の構成員等に変更がない。）は、この計算書をそのまま、
　　②　その金額の算定根拠となる面積と、この計算書の面積が異なる場合（期間平均生産面積の移動がある。組織の構成員等に変更がある。）は、この計算書の面積を修正（修正したい
　　　面積の上の余白に修正内容を記入）して、
　　交付申請書の添付書類（特定対象農産物ごとの期間平均生産面積を確認できる書類）とすることができます。

六条大麦 大豆はだか麦

㎡ 0 ㎡

二条大麦

0

小麦（春）

㎡

円

㎡

でん粉原料用
ばれいしょ

てん菜

0

   札幌市

小麦（秋）
でん粉原料用

ばれいしょ
大豆 てん菜小麦（春）

00 ㎡

0

二条大麦 六条大麦

0

二条大麦

㎡

25,000

㎡㎡ 0

㎡

てん菜

0

はだか麦

㎡

40,000㎡0 ㎡

でん粉原料用
ばれいしょ

てん菜

㎡

大豆

㎡25,00040,000

㎡

0

0

大豆

18,972

二条大麦小麦（秋）

㎡ 0

六条大麦

㎡

㎡ 0

22,234
面積単価
（円/10a） 17,659 8,150

      過去の生産実績に基づく交付金の期間平均生産面積計算書

合算する構成員等の期間平均生産面積の合計
（内訳は別紙）

期間平均生産面積

１と２の合計

小麦（春）
でん粉原料用

ばれいしょ

0

㎡

0

六条大麦

小麦（秋）

11,000 0

11,000 ㎡

0

㎡

期間平均生産面積

㎡

はだか麦

円

円1,773,514

円 0 0 円 円円194,249 0円 670,4250 円 0 908,840
５．交付金額の合計

４の合計

４．交付金額の算定

北海　次郎
 コード：[　　B0101999961　　　　]

３．合計

３に基づく交付金額

２．構成員分

交付金額

単価適用
市町村名

24,677

　氏名・期間平均生産面積保有者コード

㎡

期間平均生産面積

小麦（秋） 小麦（春）

㎡

はだか麦

28,50922,721 26,817

1．申請者分

9
　北海　次郎

9氏名・
組織名称

　ホッカイジロウ 代表者氏名（法人・組織のみ記入）

申請者名

6対策加入者管理コード Ａ 0 1 0 1 9 9

様式第５号 20  年度

- ８ -

１と２を合計した期間平均生産面積を
記入してください。

交付金額欄の修正及び記入の必要はありません。
交付金額は、前年の交付額が記載されています（前年の交付がない場合には、面積と交付額は記載されていません）。

対策加入者管理コード（Ａで
始まる10桁のコード）が記入
されています。

申請者本人の氏名、期間生産面
積保有者コード（Bで始まる11桁の
コード）、期間平均面積が記入され
ています。

法人や集落営農組織など、構成員の期間平均生産面積を合算
して申請する場合は、「２．構成員分」に構成員の氏名、期間生
産面積保有者コード（Bで始まる11桁のコード）、期間平均面積が
記入されています。

この様式は、基本的に前年の交付額とその交付額の基になった面積が記載済みとなっています。
この記載内容を訂正するときは、修正箇所に二重線を引き、その上の余白部分に記入してください。（訂正印は不要です。）

13,000

13,000

過去実績（期間平均生産面積）の保有量にご注意ください

過去の生産実績に基づく交付金の期間平均生産面積計算書（様式第５号）の記入の仕方

過去実績（期間平均生産面積）は固定払交付金の算定の根拠となるものですが、経営面積に応じた上限があり、こ
れを超えて保有することはできません。特に昨年よりも経営面積を縮小していると、場合によっては過去実績が消
滅してしまうこともあります。（期間平均生産面積の移動なしで農地を移動したり、農地転用を行った方は、特に
ご注意ください。）経営面積を縮小された方は、以下のフローに従って自己点検してみましょう。

昨年よりも経営面積が縮小していますか ＮＯ

保有することができる過去実績は、以下の式で計算できます。計算してみましょう。

縮小前の過去実績

㎡

縮小前の経営面積

㎡
縮小後の経営面積

㎡

保有できる過去実績

㎡

ＹＥＳ

＝×÷

現在保有している過去実績が、計算された「保有できる過去実績」よりも大きい場合は、
次ページの手続きが必要になります。

ＯＫ！

（ ）内が「１」を下回るときは「１」として計算してください。



田又は畑の権利移動又は農作業受委託を行った場合、他の方へ期間平均生産面積を移動することが

できます。期間平均生産面積の移動を行う方は、以下の様式により手続きを行ってください。

単

78,000 118,00040,000 25,000

3,000 11,000

6,000 2,000

10,000 90,000

25,000 115,000

100,000

農作業受委託契約
の締結

農作業受委託契約
の解除

地域 耕太

統計営司

B0101999931

B0101999920

76,000

5,000

3,000

5,000

25,00040,000北海 次郎 B0101999961 11,000

*移動件数が多く、様式が複数枚になる場合、「２．移動分」欄は「別表参照」とした上で一覧表形式に整理して提出することができる。

でん粉原料用
ばれいしょ 計

移動後の
経営面積

移動に係る関係者間の合意書 すべて添付した　□

13,000

使用収益権等の移転等を確認できる書類又は農作業委託契約書（写） すべて添付した　□

移動後の経営面積を確認できる書類 すべて添付した　□

農政事務所担当者記載欄

３．合計 単位：㎡

申請者保有量と移動量の合計

小麦(秋) 小麦(春) 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜

増加

減少

4
増加

減少
3,000

増加

減少

3
増加

減少

2 経営規模増加
増加

減少

1 経営規模減少
増加

減少

単位：㎡

通し
番号

増減
区分

経営面積の
移動要因 氏名

期間平均生産面積
保有者コード でん粉原料用

ばれいしょ 計小麦(春) 二条大麦

２．移動分（期間平均生産面積の移動を行う者のみ記入）

六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜

六条大麦

期間平均生産面積
経営面積の
移動面積

移動後の
経営面積小麦（秋）

はだか麦 大豆 てん菜
でん粉原料用

ばれいしょ 計

6

1．申請者分 単位：㎡

氏名 期間平均生産面積保有者コード
期間平均生産面積 当年度の

経営面積小麦（秋） 小麦(春) 二条大麦

9 9 9 90 1 0 1
氏名・

組織名称 　 北海　次郎
代表者氏名（法人・組織のみ記入）

Ａ

申請者名
フリガナ 　　 ホッカイ　ジロウ 対策加入者管理コード

過去の生産実績に基づく交付金の期間平均生産面積登録書（当年度移動） 北海道用

申請年月日　         平成 ２１ 年 4 月 15 日 申請書の枚数　          1           枚中      1 　　　枚目

様式第６号

期間平均生産面積の移動の手続について
過去の生産実績に基づく交付金の交付は、１年度に

１回限りです。そのため、交付金が交付された期間平

均生産面積が、その交付された年度内に移動した場合、

移動後のその期間平均生産面積に対して、再度は交付

されません。

期間平均生産面積の移動がある場合は、移動の手続

きを済ませた後、その期間平均生産面積の出し手と受

け手の両者が、当該交付金の交付申請を行うようにし

てください。

未登録の過去実績の登録や、まだ登録していない基準期間（16～18年度）内移動に関する手続きを行い
たい方は、お近くの受付窓口に相談してください。

- ９ - - 10 -

期間平均生産面積の移動申請を
行う方の氏名を記入してください。

申請者の期間平均生産面積が
増える場合は、増加に○をつけ
てください。

申請者の期間平均生産面積が
減る場合は、減少に○をつけて
ください。

農地の移動があった日付順に
上から連番で記入してください。

Ｂで始まる11桁のコードを記入してください。

（自己転用や草地の畑地化等による場合は）農地の
縮小または増加に係る面積を記入してください。

期間平均生産面積の増減を伴わない場合は記載しません。経営規模が減少する場合、保有できる
期間平均生産面積の上限を超えていないか確認の上、超えていれば、１行目の「経営規模減少」欄
で期間平均生産面積を減少させる手続きを行ってください。

申請者の期間平均生産面積を増
加（又は減少）させる要因となった
経営面積の移動形態（農作業委
託契約締結、農地の購入又は農
作業委託契約の解除、農地の売
却等）を記入してください。

申請者と期間平均生産面積をやりとりする相手方の氏名及びその方に係る
期間平均生産面積保有者コード（Ｂで始まる11桁のコード）を記入してください。

増加（又は、減少）する期間平均生産面積
を記入してください。

平成20年に過去の生産実績に基づく交付金の交付
申請をした時の期間平均生産面積、経営規模を記入
してください。

申請者の移動後の経営面積を記入してください。

申請者の移動後
の経営面積を記入
してください。

申請者の持ち分と移動を行った結果を合計した
面積を記入してください。
この例の場合は④＝①＋②(増加）－③（減少）
の計算結果を記入します。

この欄の面積が様式第５号の申請者分に転記されます。

「経営面積の移動要因」欄に記載した内容の経営規
模の移動面積を記入してください。
経営規模の移動の要因を証明する書類（農作業委
託契約書、農地売買契約書等）を添付してください。

左記の方の移動後の経営面積を記入してください。

Ａで始まる10桁のコードを記入してください。

①

②

③

④

＜必要な添付書類＞

増減区分欄の「増加」に○がついていれば、移動の
上限ルールの確認のため、「相手方の移動後の経
営面積を証する書類」が必要です。

増減区分欄の「減少」に○がついていれば、移動の
上限ルールの確認のため、「申請者の移動後の経営
面積を証する書類」が必要です。

ア 当該移動に係る関係者間の合意書（必須）

エ 申請者の移動後の実施要領第３の２の経営面積を
証する書類

イ 使用収益権等の取得等を証する書類 又は 農作業
委託契約書(写) （必須）

ウ 相手方の移動後の実施要領第３の２の経営面積を
証する書類

ア

エ

過去の生産実績に基づく交付金の期間平均生産面積登録書（当年度移動）（様式第６号)の記入の仕方

交付申請の
手続き

Ａさん
(受け手）

Ｂさん
(出し手)

移動の手続きと交付申請を同時に行うこともできます

期間平均生産面
積の移動(減少）

の手続き

期間平均生産面
積の移動(増加）

の手続き

交付申請の
手続き

移動

両者が
揃ってから
交付決定

イ

ウ

○この様式は、今年度、体裁を見直して簡素化しました。（従来の様式でも申請できます。）

経営規模を縮小した方で、保有できる期間平均生産面積の上限を超えた方も同様の手続きが必要です。

このとき、農地の転用や改廃により経営面積が減少した場合は「２.移動分」欄の１行目に、農地の移動により経営面積

が減少した場合は3行目以下に、上限を超えて減少する期間平均生産面積を「期間平均生産面積」欄、減少した経営面

積を「経営面積の移動面積」欄、減少後の経営面積を「移動後の経営面積」欄に記入してください。

（期間平均生産面積は、すべての対象農産物について同じ割合で減少させてください。なお、公共事業の用として経営

面積を縮小した場合には、農政事務所地域課までご相談ください。）



編集・発行／農林水産省北海道農政事務所（平成21年３月発行）
〒060-0004 札幌市中央区北４条西17丁目 電話 011-642-5410 FAX 011-642-5509

ホームページ http://www.maff.go.jp/hokkaido/

申請書類は、農政事務所の地域課、統計・情報センターのほか、ＪＡ等にも用意する予定です。
北海道農政事務所のホームページからもダウンロードできます。

＜受付時間：9時～12時、13時～17時（土、日、休日を除く） 郵送でも受付けします＞

※ 受付窓口の所在地（地図）は、北海道農政事務所ＨＰでご案内しています
http://www.maff.go.jp/hokkaido/annai/annaizu/

受付窓口 郵便番号 住     所 電話番号 ＦＡＸ番号

地域第一課 003-0029 札幌市白石区平和通2丁目北5-10 (011)863-6031 (011)863-6033

地域第二課 040-0032 函館市新川町25-18　函館地方合同庁舎 (0138)26-7800 (0138)26-7744

地域第三課 047-0007 小樽市港町４番３号 (0134)23-2535 (0134)23-2532

地域第四課 078-8506 旭川市宮前通東4155番31 旭川地方合同庁舎 (0166)76-1279 (0166)35-9482

地域第五課 085-0006 釧路市双葉町５番６号 (0154)23-4401 (0154)23-4403

地域第六課 080-0016 帯広市西６条南7-3　帯広地方合同庁舎 (0155)24-2401 (0155)24-2420

地域第七課 090-0017 北見市高砂町２番３号 (0157)23-4171 (0157)23-5358

地域第八課 068-0825 岩見沢市日の出町２４番地９ (0126)22-3261 (0126)22-3263

地域第九課 053-0005 苫小牧市元中野町３丁目３番６号 (0144)32-5345 (0144)32-5347

地域第十課 095-0014 士別市東４条２丁目７番地２ (0165)22-3143 (0165)22-3145

地域第十一課 073-0024 滝川市東町１丁目１番９号 (0125)22-1511 (0125)22-1637

音更統計・情報センター 080-0104 河東郡音更町新通8丁目5 (0155)42-2062 (0155)42-3786

池田統計・情報センター 083-0034 中川郡池田町字利別本町153-2 (015)572-2239 (015)572-2349

網走統計・情報センター 093-0078 網走市北８条西5-2-8 (0152)43-2707 (0152)43-2759

遠軽統計・情報センター 099-0403 紋別郡遠軽町１条通北４丁目2－1 (0158)42-2719 (0158)42-5249

新ひだか統計・情報センター 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-3-1 (0146)42-0519 (0146)43-0945
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